
　健全な事業所運営のためには加算の取得が欠かせません。今回の制度改
正では取得率の低迷を踏まえ、加算取得のハードルを下げる見直しがされ
ました。この研修ではお二人の講師をお迎えし、加算の意味や目的及び具
体的な取得方法を学びます。

お問い合わせ
日本ホームヘルパー協会  事務局  　担当  渡辺
〒105-8446　東京都港区西新橋 3-3-1  KDX 西新橋ビル６階
　　　　　　  TEL 03-5470-6759　　FAX 03-5470-6762
                        k-watanabe@nenrin.or.jp
　　　　　　　　　　　　　　　

【オンライン（Web）研修】
令和 3 年度 日本ホームヘルパー協会指導者研修会

加算算定要件と手続き

日本ホームヘルパー協会会員の方は無料・申し込み不要です。
協会ホームページ（会員ページ）よりご視聴いただけます。
パスワードはヘルパー誌 6・7 月合併号をご覧ください。

協会ホームページ

お申し込みはこちから

厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課　基準第一係長　 山崎  竜平
「令和 3 年度の報酬改定を踏まえた処遇及び職場環境の改善のために」

シルバーケアサービス豊住　顧問　堀口  直孝　
「特定事業所加算～算定要件から取得までの流れ」

視聴期間　令和３年 7 月 30 日 ( 金）～ 8 月 22 日 ( 日 )
　　　　　                               ※視聴期間中は何時でも何度でも視聴できます。

受  講  料    2,000 円

【会員募集中】
当協会では会員向けサービスとして機関誌（年 10 冊）の発行、研
修会の開催、ホームページでの情報提供を行っております。
この機会に是非ご入会下さい。

① 介護職員等特定処遇改善加算の見直し             ② 特定事業所加算の見直し
③ 認知症専門ケア加算の訪問サービスへの拡充   ④ 生活機能向上連携加算の見直し


